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明
清
天
主
教
に
お
け
る
十
三

「
愛
天
主
・
愛
人
」
の
概
念
を
通
し
て

柴

田

篤

　
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
中
国
名
は
利
重
美
、
一
五
五
二
～
一
六
一
〇
）
が
中
国
文
で
著
し
た
『
天
主
実
義
』
　
（
一
六
〇
三
年
刊
）
は
、
そ

の
報
告
書
の
中
で
は
「
カ
テ
キ
ズ
モ
」
　
（
O
魯
Φ
o
窪
。
・
日
。
、
教
理
問
答
書
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
別
稿
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
　
『
天
主
実

義
』
は
本
来
の
意
味
で
の
教
理
全
体
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
リ
ッ
チ
は
同
じ
時
期
に
『
天
主
教
要
』
　
（
U
o
葺
ぎ
鋤
O
げ
酵
平
鋼
9
・
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
）
な
る
書
を
別
に
編
纂
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
使
徒
信
条
・
祈
地
文
・
軍
糧
・
秘
蹟
な
ど
教
理
の
全
体
を
解
説
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
文
章
で
あ
り
、
洗
礼
志
願
者
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
に
お
け
る
リ
ッ
チ
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
目
的
は
中
国

人
を
カ
ト
リ
ッ
ク
（
天
主
教
）
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
活
動
の
中
心
は
教
理
の
伝
達
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
っ
か
い

が
伝
え
た
教
理
の
う
ち
特
に
「
十
誠
」
を
取
り
上
げ
、
明
末
清
初
の
天
主
教
の
伝
道
と
そ
の
受
容
過
程
に
お
い
て
そ
れ
が
果
た
し
た
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
に
お
け
る
十
誠
受
容
の
問
題
は
、
既
に
後
藤
基
巳
氏
の
「
十
誠
の
中
国
的
展
開
－
中
国
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
一
考
察
1
」
に
お
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
考
で
は
、
唐
代
の
景
教
、
明
野
清
初
の
天
主
教
、
清
末
の
太
平
天
国
の
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
に
お
い
て
十
誠
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
、
受
容
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
思
想
的
摩
擦
や
葛
藤
が
展
開
さ
れ
た

か
と
い
う
問
題
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
後
藤
氏
は
「
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
中
国
的
倫
理
の
対
決
、
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
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に
対
す
る
中
国
的
理
解
の
型
の
問
題
」
　
（
六
十
七
頁
）
を
そ
こ
に
捉
え
よ
う
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
中
国
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
は
、
ま
さ
に
そ
の
信
仰
に
固
有
な
る
唯
一
落
草
と
儒
教
的
な
る
忠
孝
倫
理
と
の
対
決
を
中
心
と
し
、
ま
た

　
　
「
高
倉
の
中
国
的
展
開
」
と
い
う
こ
こ
で
の
具
体
的
テ
ー
マ
に
即
し
て
言
え
ば
、
　
「
我
を
唯
一
の
天
主
と
し
て
礼
拝
す
べ
し
」
と
い

　
　
う
キ
リ
ス
ト
教
的
至
上
命
令
と
「
汝
父
母
を
敬
う
べ
し
」
に
重
点
を
お
く
儒
教
的
な
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
か
た
を
中
心
と
し
て
展
開

　
　
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
六
十
九
頁
）

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
後
藤
氏
は
、
明
末
清
初
の
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
に
お
け
る
十
誠
の
問
題
に
関
し
て
も
、
　
「
天
主
を
絶
対

と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
」
と
「
君
父
を
最
高
の
権
威
と
観
ず
る
中
国
倫
理
」
と
の
対
立
（
七
十
八
頁
）
を
そ
こ
に
見
よ
う
と
す
る
。
た

と
え
ば
、
第
一
誠
の
「
唯
一
に
し
て
万
有
の
上
な
る
天
主
の
欽
崇
」
に
お
い
て
、
　
「
天
主
の
権
威
と
君
父
の
権
威
の
対
決
」
　
（
七
十
八
頁
）

を
見
る
後
藤
氏
は
、
　
「
し
か
る
に
こ
の
切
実
な
問
題
に
対
す
る
中
国
人
信
徒
の
側
の
反
応
は
む
し
ろ
精
細
を
欠
く
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く

彼
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
し
か
た
が
総
じ
て
楽
観
的
主
観
主
義
に
偏
し
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
ひ
た
す
ら
儒
教
倫
理
と
の
親
近
性
に
お

い
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
強
か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
徐
光
啓
を
引
い
た
上
で
、
　
「
こ
の
よ
う
な
見
解
の

み
を
以
て
し
て
は
、
天
主
に
帰
一
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
対
す
る
正
確
な
理
解
、
こ
と
に
天
主
の
権
威
と
君
父
の
権
威
の
対
決
を
そ

の
緊
張
関
係
に
お
い
て
実
践
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
切
実
な
反
省
が
生
れ
得
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
　
（
同

上
）
だ
が
、
中
国
人
奉
回
者
の
天
主
教
受
容
、
特
に
十
誠
受
容
の
問
題
を
捉
え
る
に
当
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
立
・
対
決
の
構
図
を
前
提

と
す
る
視
点
は
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
十
誠
全
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
移
入
・
紹
介
さ
れ
た
の
か
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
存
在
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
先
ず
見
て
お
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
明
主
清
初
の
天
主
教
に
お
い
て
十
誠
全
体
が
ど
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
、
受
容

さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
が
ら
始
め
て
い
き
た
い
。

一
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二

明
末
清
初
に
お
い
て
十
誠
の
注
解
が
な
さ
れ
て
い
る
主
要
な
書
物
を
次
に
列
挙
す
る
。



ω②③④⑤⑥

羅
明
堅
『
天
主
実
録
』
一
五
八
四
刊

王
豊
粛
『
天
主
教
要
解
略
』
一
六
一
五
序
（
『
天
主
十
誠
解
略
』
）

交
儒
略
『
濫
罪
正
規
』

陽
焉
諾
『
天
主
聖
教
十
誠
直
詮
』
一
六
四
二
刊

溜
国
光
『
天
主
十
誠
勧
論
聖
蹟
』
一
六
五
四
刊

南
懐
仁
『
教
要
序
論
』
一
六
七
〇
刊

　
以
上
の
書
物
の
中
で
十
誠
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
前
に
十
誠
の
内
容
・
構
成
と
そ
の
表
記
に

つ
い
て
前
提
と
な
る
こ
と
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
十
誠
は
一
言
で
言
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と
呼
ば
れ
る
）
が
出
エ
ジ
プ
ト
の
体
験
の
後
、
シ
ナ
イ
山
に
お
い
て
そ
の

指
導
者
モ
ー
セ
を
通
し
て
う
彼
ら
が
信
仰
す
る
ヤ
ー
ウ
ェ
の
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
十
箇
条
の
掟
の
こ
と
で
あ
る
。
十
二
は
こ
れ
に
続
く
神

と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と
の
間
で
結
ば
れ
た
諸
々
の
契
約
（
律
法
）
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
的
・
倫
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
規
範
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
『
旧
約
聖
書
』
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
二
十
章
一
～
十
七
節
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
－
神
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
言
葉
を
告
げ
ら
れ
た
。
2
「
わ
た
し
は
主
、
あ
な
た
の
神
、
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
、
奴
隷
の
家
か
ら

　
　
導
き
出
し
た
神
で
あ
る
。
3
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
を
お
い
て
ほ
か
に
神
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
4
あ
な
た
は
い
か
な
る
像
も
造
っ

　
　
て
は
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
5
あ
な
た
は
そ
れ
ら
に
向
か
っ
て
ひ
れ
伏
し
た
り
、
そ
れ
ら
に
仕
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
中
略
）

　
　
ク

　
　
6
あ
な
た
の
神
、
主
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い
。
　
（
中
略
）
8
安
息
日
を
心
に
留
め
、
こ
れ
を
聖
別
せ
よ
。
皿
あ
な
た

　
　
の
父
母
を
敬
え
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
神
、
主
が
与
え
ら
れ
る
土
地
に
長
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
聡
殺
し
て
は

　
　
な
ら
な
い
。
u
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
。
正
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。
お
隣
人
に
関
し
て
偽
証
し
て
は
な
ら
な
い
。
F
隣
人
の
家
を
欲

　
　
し
て
は
な
ら
な
い
。
隣
人
の
妻
、
男
女
の
奴
隷
、
牛
、
ろ
ば
な
ど
隣
人
の
も
め
を
一
切
欲
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
（
中
略
）
」

　
こ
れ
と
同
様
の
記
事
は
、
　
『
旧
約
聖
書
』
の
「
尊
命
記
」
五
章
六
～
二
十
一
節
に
も
見
え
る
。
こ
の
掟
は
二
枚
の
石
の
板
に
記
さ
れ
て

一
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与
え
ら
れ
る
が
（
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
三
十
一
章
十
八
節
）
、
金
の
牡
牛
の
鋳
像
を
造
り
拝
ん
で
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
激
怒
し
た
モ
ー

セ
が
投
げ
つ
け
て
砕
い
た
の
で
（
同
三
十
二
章
十
九
節
）
、
そ
の
後
再
び
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
（
同
三
十
四
章
一
～
四
節
）
。
モ
ー
セ
は

こ
の
「
十
の
戒
め
か
ら
な
る
契
約
の
言
葉
」
　
（
同
二
十
八
節
）
が
記
さ
れ
た
「
二
枚
の
掟
の
板
」
　
（
同
二
十
九
節
）
を
携
え
て
シ
ナ
イ
山

を
下
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
共
同
体
の
人
々
に
こ
れ
を
告
げ
報
せ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
十
誠
」
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
律
法
の

根
本
で
あ
る
十
誠
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
く
が
、
十
誠
の
各
誠
に
ど
の
言
葉
を
当
て
る
か
と
い
う
こ
と
で
二
つ
の

見
解
に
分
か
れ
る
。
相
違
点
を
上
記
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
二
十
章
に
即
し
て
言
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
及
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
よ
り
前
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
父
、
．
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
（
ル
ー
テ
ル
派
を
除
く
）
に
お
い
て
は
、
二
～
六
節
を

二
分
し
、
第
一
誠
を
「
我
の
ほ
か
何
物
を
も
神
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
、
第
二
誠
を
「
偶
像
を
造
り
こ
れ
を
拝
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
し
、

十
七
節
を
第
十
誠
「
貧
っ
て
は
な
ら
な
い
」
に
当
て
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
及
び
ル
ー
テ

ル
派
は
、
二
～
六
節
を
一
括
し
て
第
一
誠
と
し
、
以
下
前
者
に
比
べ
一
誠
つ
つ
繰
り
上
が
る
が
、
十
七
節
を
二
分
し
て
第
九
誠
を
「
他
人

の
妻
を
貧
っ
て
は
な
ら
な
い
」
、
第
十
誠
を
「
他
人
の
物
を
貧
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
明
清
期
の
天
主
教
は

も
ち
ろ
ん
後
者
に
よ
っ
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
前
掲
の
ω
と
②
以
下
の
書
物
と
で
は
十
誠
の
訳
文
に
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
ω
陽
焉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

諾
≒
天
主
聖
教
十
誠
直
詮
』
の
表
記
で
ほ
ぼ
固
定
化
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
次
に
掲
げ
る
。

「
3
8｝

一二三四五六七八

欽
崇
一
天
主
万
有
之
上
（
一
な
る
天
主
を
万
有
の
上
に
欽
崇
せ
よ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

母
呼
天
主
聖
名
以
発
虚
誓
（
天
主
の
聖
名
を
呼
び
て
以
て
虚
誓
を
発
す
る
母
れ
）

守
謄
礼
之
日
（
謄
礼
の
日
を
守
れ
）

孝
敬
父
母
（
父
母
を
孝
敬
せ
よ
）

母
殺
人
（
人
を
殺
す
母
れ
）

母
行
邪
淫
（
邪
淫
を
行
な
う
母
れ
）

母
倫
盗
（
倫
盗
す
る
母
れ
）

母
妄
謹
（
妄
謹
す
る
母
れ
）



九
　
母
願
他
人
妻
（
他
人
の
妻
を
願
う
母
れ
）

十
　
母
貧
他
人
財
物
（
他
人
の
財
物
を
貧
る
母
れ
）

で
は
、
明
末
清
初
に
お
い
て
こ
の
翌
翌
は
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

　
リ
ッ
チ
は
入
事
の
翌
年
（
一
五
八
三
）
、
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
（
中
国
名
は
羅
明
車
、
一
五
四
三
～
一
六
〇
七
）
と
共
に
広
東
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

肇
慶
で
土
地
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
最
初
の
住
院
を
建
立
す
る
。
片
側
二
部
屋
、
反
対
側
二
部
屋
の
中
央
に
広
間
を
作
り
、
そ
の
中
心
に

．
祭
壇
を
置
い
て
、
聖
堂
風
に
整
え
る
。
祭
壇
に
置
い
た
聖
母
子
の
画
像
（
の
ち
に
キ
リ
ス
ト
の
画
像
に
替
え
る
）
に
向
か
っ
て
、
　
「
神
父

（
リ
ッ
チ
）
た
ち
を
訪
ね
て
き
た
官
吏
や
他
の
文
人
や
民
衆
、
そ
れ
に
偶
像
教
（
仏
教
）
の
僧
侶
た
ち
ま
で
礼
拝
す
る
」
状
況
に
な
る
。

そ
う
し
た
中
、
神
父
た
ち
の
教
義
に
つ
い
て
尋
ね
に
く
る
人
も
多
か
っ
た
の
で
、
リ
ッ
チ
た
ち
は
「
十
戒
の
十
の
掟
」
を
中
国
語
に
翻
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
て
印
刷
さ
せ
、
人
々
に
配
る
。
パ
ス
ク
ワ
ー
レ
・
M
・
デ
リ
ー
ア
師
に
よ
れ
ば
、
　
「
祖
伝
天
主
十
誠
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か

誠
本
文
の
あ
と
に
、
　
「
右
眼
十
条
は
、
古
時
、
天
主
親
ら
書
き
降
し
て
、
世
に
普
く
遵
守
せ
し
む
る
に
係
る
。
順
う
者
は
則
ち
魂
、
天
堂

に
配
り
福
を
受
け
、
逆
う
者
は
則
ち
地
獄
に
堕
ち
刑
を
加
え
ら
る
」
と
あ
る
。
こ
の
「
十
三
」
を
読
ん
だ
者
は
「
そ
れ
が
道
理
に
か
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

自
然
法
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
、
そ
れ
を
守
っ
て
み
よ
う
と
言
っ
た
」
と
、
リ
ッ
チ
は
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
文
人
た
ち
は

印
刷
し
た
「
十
誠
」
に
書
い
て
あ
る
以
上
の
こ
と
を
強
く
知
り
た
が
っ
た
の
で
、
リ
ッ
チ
ら
は
『
公
教
要
理
』
の
中
国
語
訳
を
作
る
こ
と

に
な
る
。
か
く
し
て
ル
ッ
ジ
ェ
リ
の
手
に
な
る
『
天
主
実
録
』
　
（
一
五
八
四
こ
口
が
編
ま
れ
、
や
が
て
リ
ッ
チ
に
よ
っ
て
『
天
主
教
要
』
、

『
天
主
実
義
』
　
（
一
六
〇
三
里
）
が
著
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
詳
細
な
天
主
教
の
教
理
が
説
か
れ
る
前
に
、

祭
壇
や
画
像
に
引
き
付
け
ら
れ
た
中
国
人
た
ち
に
対
し
て
先
ず
簡
約
な
十
誠
本
文
が
示
さ
れ
、
こ
れ
に
興
味
を
覚
え
た
人
々
が
更
に
詳
し

い
教
理
の
内
容
を
知
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
聖
運
は
天
主
教
の
教
理
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
中
国
人
に
伝
え
ら
れ
、
リ
ッ

チ
側
の
見
解
で
は
あ
る
が
、
　
「
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
3
9一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
れ
を
受
け
て
、
ル
ッ
ジ
ェ
リ
（
聖
明
堅
）
の
『
天
主
実
録
』
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
十
誠
の
内
容
が
説
明
さ
れ
る
。
十
誠
は
こ
の
書
の

十
二
章
か
ら
十
四
章
に
か
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
「
祖
伝
天
主
十
誠
」
の
訳
語
を
継
承
し
て
お
り
、
後
に
定
着
化
す
る
表
現

と
異
な
っ
て
い
る
条
目
が
多
い
。
特
に
、
第
一
誠
は
「
誠
心
も
て
一
位
の
天
主
を
奉
敬
せ
ん
こ
と
を
要
し
、
均
等
の
神
像
を
祭
拝
す
べ
か

ら
ず
」
と
説
き
、
偶
像
崇
拝
の
禁
を
明
文
化
し
て
い
る
。
ま
た
第
四
誠
は
「
当
に
親
長
を
孝
敬
す
べ
し
」
と
説
き
、
後
の
「
父
母
を
孝
敬

せ
よ
」
と
異
な
り
、
年
長
者
（
長
上
）
に
対
す
る
敬
意
を
表
面
に
出
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
書
で
は
、
十
誠
全
体
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
前
の
三
条
に
は
万
物
に
も
増
し
て
天
主
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
後
の
七
条
に
は
自
分
の
よ
う
に
他
人
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
記
さ
れ
、
こ
れ
を
十
誠
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
十
誠
を
守
る
人
は
自
然
に
天
主
の
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
前
三
戸
は
「
愛
天
主
」
を
、
後
七
誠
は
「
愛
人
如
己
」
を
説
く
と
い
う
こ
と
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
『
天
主

実
録
』
を
承
け
た
り
ッ
チ
の
『
天
主
教
要
』
を
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
が
、
こ
の
書
は
今
日
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
二
（
中
国
名
は
王
宮
粛
、
一
六
二
四
よ
り
高
一
志
、
一
五
六
六
～
一
六
四
〇
）
の
『
天
主
教
要
解
略
』
　
（
上
下
二
巻
、
一
六
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

年
序
）
が
、
リ
ッ
チ
の
原
本
を
継
承
し
、
完
成
さ
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
上
に
『
天
主
十
事
解
略
』
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
ル
ッ
ジ
ェ
リ
の
『
天
主
実
録
』
に
お
い
て
は
、
十
誠
各
条
の
説
明
は
き
わ
め
て
簡
略
で
あ
っ
た
が
、
　
『
天
主
十
誠
解
略
』
で
は
各
誠

ご
と
に
よ
り
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
十
誠
本
文
が
掲
げ
ら
れ
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右
十
誠
、
総
帰
二
者
而
已
。
愛
慕
天
主
万
物
之
上
、
与
夫
愛
人
如
己
。
此
在
昔
天
主
降
諭
令
当
世
遵
守
。
廻
者
升
天
堂
受
福
、
逆
者

　
　
堕
地
獄
加
刑
。

　
後
半
は
先
に
見
た
「
祖
伝
天
主
十
誠
」
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
前
半
で
は
十
誠
が
「
天
主
を
万
物
の
上
に
愛
慕
す
る
」
と
「
人
を
愛

す
る
こ
と
己
の
如
く
す
る
」
の
二
者
に
帰
着
す
る
こ
と
が
真
先
に
説
か
れ
て
い
る
。
更
に
十
誠
全
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
釈
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　
　
一
つ
の
石
に
は
前
の
三
皇
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
心
と
言
葉
と
行
な
い
の
三
つ
に
よ
っ
て
天
主
を
愛
敬
す
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
。
も

　
　
う
一
つ
の
石
に
は
後
の
七
誠
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
心
と
言
葉
と
行
な
い
で
人
々
と
和
睦
し
、
そ
の
身
体
と
名
誉
と
財
産
な
ど
を
害
な

　
　
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
天
主
を
愛
す
る
心
を
推
し
広
げ
て
人
を
愛
す
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
。
思
う
に
天
主
の
教
え
は
仁
を
根
本
と

一
4
0一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
す
る
も
の
で
、
こ
の
二
つ
の
愛
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
尽
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
前
三
誠
と
後
七
誠
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
三
誠
の
「
天
主
を
愛
す
る
心
」
を
推
し

広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
七
二
の
「
人
を
愛
す
る
」
こ
と
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
は
、
天
主
の
教
え
が
「
仁
」

を
根
本
と
し
、
　
「
天
主
を
愛
す
る
」
と
「
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
「
二
つ
の
愛
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の

「
仁
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
次
に
ジ
ュ
リ
オ
・
ア
レ
ー
二
（
中
国
名
は
支
儒
略
、
一
五
八
二
～
一
六
四
九
）
の
『
海
罪
正
規
』
　
（
四
巻
）
に
十
誠
の
解
説
が
見
ら

　
（
1
3
）

れ
る
。
こ
の
書
は
、
教
理
全
体
の
中
で
言
え
ば
七
つ
の
「
秘
蹟
」
の
一
つ
「
解
罪
」
　
（
受
益
と
赦
罪
）
を
中
心
に
、
罪
過
の
自
覚
、
悔
い

改
め
と
赦
し
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
省
察
」
　
「
痛
悔
」
　
「
改
過
」
　
「
告
解
」
　
「
補
贈
」
に
分
か
れ
る
が
、
巻
一
糊
省
察
」

（
自
己
の
罪
過
の
自
覚
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
そ
も
そ
も
人
の
〔
犯
す
〕
罪
は
多
い
が
、
す
べ
て
は
思
い
と
言
葉
と
行
な
い
と
怠
り
に
よ
っ
て
天
主
の
十
誠
に
背
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　
十
誠
は
天
主
の
命
令
で
あ
り
、
万
理
の
根
幹
で
あ
り
、
人
が
共
に
歩
む
道
で
あ
る
。
自
ら
の
過
ち
を
改
め
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
ず
こ
の
十
誠
に
つ
い
て
省
察
を
行
な
っ
て
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
根
本
的
規
範
と
し
て
惣
髪
が
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
続
い
て
こ
の
十
誠
に
背
く
罪
に
つ
い
て
各
条
ご
と

に
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
誠
「
欽
崇
一
天
主
万
有
之
上
」
で
は
「
愛
に
背
く
罪
」
と
し
て
、
　
「
天
主
を
愛
す
る
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

上
に
、
世
の
中
の
一
切
の
事
物
を
愛
す
る
者
は
罪
が
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
第
四
誠
「
孝
敬
父
母
」
で
は
、
　
「
父
母
に
過
失
が
あ
る
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

あ
え
て
勧
め
導
こ
う
と
し
な
い
者
は
罪
が
あ
る
」
と
あ
り
、
第
六
誠
「
母
子
邪
淫
」
で
は
、
一
夫
一
婦
が
「
正
道
」
で
あ
り
、
　
「
嬰
妾
」

を
厳
に
戒
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
濫
罪
正
規
』
は
十
誠
の
内
容
を
具
体
的
な
行
為
の
あ
り
方
を
通
し
て
説
い
て
い
る
。

　
次
に
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
デ
ィ
ア
ズ
（
中
国
名
は
陽
半
半
、
一
五
七
四
～
一
六
五
九
）
の
『
天
主
聖
教
十
弗
直
橋
』
　
（
一
六
四
二
）
を

見
て
み
た
い
。
こ
の
書
は
従
来
の
も
の
に
比
べ
て
質
量
と
も
に
勝
る
も
の
で
、
第
五
誠
は
十
八
丁
、
第
一
誠
は
二
十
五
丁
に
も
及
ぶ
。
冒

頭
に
は
「
上
巻
は
前
の
三
誠
、
す
な
わ
ち
上
は
天
主
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
、
下
巻
は
後
の
七
誠
、
す
な
わ
ち
下
は
世
人
を
愛
す

る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
」
と
あ
る
。
各
誠
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
意
義
が
詳
し
く
論
述
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
聖
書
の
文
章
や

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
い
っ
た
聖
人
の
言
葉
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
誠
「
母
殺
人
」
で
は
、
　
「
輪

一
4
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廻
〔
の
説
〕
は
物
の
理
を
窮
め
て
い
な
い
」
　
「
輪
廻
〔
の
説
〕
は
人
倫
を
滅
ぼ
す
」
と
い
っ
た
項
目
を
立
て
て
、
仏
教
輪
廻
説
に
対
す
る

批
判
が
展
開
さ
れ
て
も
い
る
。

　
続
い
て
作
ら
れ
た
の
が
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ブ
ラ
ン
カ
ー
テ
ィ
（
中
国
名
は
播
国
光
、
一
六
〇
七
～
一
六
七
一
）
の
『
天
主
十
葦
戸
論

聖
蹟
』
　
（
一
六
五
四
刊
）
で
あ
る
が
、
　
『
天
主
聖
教
十
誠
直
詮
』
よ
り
更
に
大
部
で
あ
る
。
牛
革
ご
と
に
問
答
体
も
交
え
て
そ
の
意
義
を

論
じ
た
「
藩
論
」
と
、
例
話
と
し
て
聖
人
や
聖
女
な
ど
の
事
績
を
述
べ
た
「
聖
蹟
」
と
に
よ
っ
て
な
っ
て
い
る
。
第
四
誠
「
孝
敬
父
母
」

の
「
勧
論
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
天
主
は
十
誠
を
世
の
中
に
降
し
て
、
上
下
内
外
の
礼
を
定
め
ら
れ
た
。
上
に
は
天
主
が
い
て
敬
す
べ
き
で
、
下
に
は
人
民
が
い
て
愛

　
　
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
上
下
が
正
し
い
礼
に
よ
っ
て
遇
す
れ
ば
、
そ
の
働
き
は
成
就
し
、
徳
は
完
全
に
な
る
。
第
一
、
第
二
、
第
三

　
　
の
誠
は
天
主
を
崇
敬
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
後
の
七
誠
は
他
者
を
自
己
の
よ
う
に
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
の
中
で
は
父

　
　
母
が
最
も
自
分
に
と
っ
て
尊
く
親
し
い
。
だ
か
ら
天
主
を
崇
敬
す
る
三
つ
の
誠
の
次
に
、
第
四
誠
の
父
母
を
孝
敬
す
る
こ
と
が
あ
る

　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
（
中
国
名
は
南
懐
仁
、
一
六
二
一
二
～
一
六
八
八
）
の
『
七
六
序
論
』
　
（
一
六
七
〇
）

を
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
書
は
「
聖
教
の
要
端
」
を
順
序
立
て
、
全
て
の
人
が
解
る
よ
う
に
簡
明
平
易
に
説
い
た
も
の
で
、
口
語
的
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

現
を
用
い
た
点
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
十
誠
総
論
の
最
後
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
〔
十
誠
は
〕
信
者
だ
け
が
守
る
べ
き
と
い
う
の
で
は
な
く
、
朝
廷
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
世
の
中
の
人
々
す
べ
て
が
共
に
守
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
十
誠
を
犯
す
な
ら
ば
、
天
理
に
違
背
し
、
本
心
・
良
知
良
能
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
は
天
理
・
本
心
・
良
知
と
い
っ
た
朱
子
学
や
陽
明
学
の
重
要
概
念
を
巧
み
に
用
い
て
、
十
誠
の
普
遍
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
十
誠
は
明
郭
清
初
の
天
主
教
伝
道
の
中
で
様
々
に
工
夫
さ
れ
た
形
で
説
か
れ
て
い
る
。
人
間
の
行
為
の
根
本

規
範
と
し
て
、
教
え
の
中
心
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
一
貫
し
て
十
誠
が
「
天
主
を
愛
敬
す
る
」
こ
と
と
「
自
分
の
よ
う
に
他
者

を
愛
す
る
こ
と
」
の
統
合
と
し
て
、
ま
た
そ
の
故
に
教
理
全
体
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
で
は
、
な
ぜ

十
誠
は
こ
の
「
二
つ
の
愛
」
の
統
合
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
も
う
一
度
キ
リ
ス
ト
教
の

原
点
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
4
2一



四

　
　
　
　
（
2
0
）

　
「
福
音
書
」
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
が
教
え
（
聖
書
で
は
「
福
音
」
と
あ
る
）
を
説
き
、
病
気
の
癒
し
を
行
な
っ
て
い
る
所
に
必
ず
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
登
場
す
る
の
が
「
律
法
学
者
」
や
「
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
」
で
あ
る
。
律
法
学
者
は
モ
ー
セ
以
来
の
律
法
を
研
究
し
解
釈

し
て
人
々
に
教
え
る
教
師
の
こ
と
で
、
多
く
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
派
で
あ
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
属
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は
厳
格
な
律

法
遵
守
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
イ
エ
ス
の
説
く
こ
と
、
行
な
う
こ
と
と
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
イ
エ
ス
が
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

息
日
（
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
土
曜
日
）
に
病
気
を
癒
す
の
を
見
て
、
律
法
に
違
反
す
る
も
の
だ
と
訴
え
よ
う
と
し
、
イ
エ
ス
が
罪
人
や
徴
税
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
一
緒
に
食
事
を
す
る
の
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
エ
ス
が
病
人
に
対
し
て
「
あ
な
た
の
罪
は
赦
さ
れ
る
」
と
言
っ
た
こ
と
を
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

上
げ
、
神
を
皇
臣
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
行
為
が
十
誠
を
基
盤
と
し
た
律
法
に
こ
と
ご
と
く
違
反
す
る
も
の
だ

と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
エ
ス
は
、
　
「
安
息
日
に
律
法
で
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
善
を
行
な
う
こ
と
か
、
悪
を
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

う
こ
と
か
。
命
を
救
う
こ
と
か
、
殺
す
こ
と
か
」
と
切
り
返
し
、
　
「
医
者
を
必
要
と
す
る
の
は
、
丈
夫
な
人
で
は
な
く
病
人
で
あ
る
」
と

彼
ら
の
批
判
を
退
け
て
い
る
。
律
法
の
遵
守
に
拘
泥
す
る
余
り
、
律
法
本
来
の
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
と
し
て
、
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
向
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
「
外
側
は
人
に
正
し
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
内
側
は
偽
善
と
不
法
で
満
ち
て
い
る
」
と
逆
に
痛
撃
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
イ

エ
ス
は
律
法
主
義
と
の
対
決
を
明
確
に
表
し
て
い
る
が
、
律
法
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
イ
エ
ス
は
「
山
上
の
説
教
」
（
「
マ
タ
イ
」
五
～
七
章
）
の
中
で
、
　
「
わ
た
し
が
来
た
の
は
律
法
や
預
言
者
を
廃
止
す
る
た
め
だ
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
廃
止
す
る
た
め
で
は
な
く
、
完
成
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
　
「
律
法
の
完
成
」
と
は
ど
う
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
か
。
　
「
マ
タ
イ
」
に
よ
れ
ば
、
あ
る
時
、
律
法
の
専
門
家
が
「
律
法
の
中
で
、
ど
の
掟
が
最
も
重
要
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た

の
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。
」
こ
れ
が
最
も
重
要
な
第
一
の

　
　
掟
で
あ
る
。
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。
　
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。
」
律
法
全
体
と
預
言
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
こ
の
二
つ
の
掟
に
基
づ
い
て
い
る
。

［
4
3「



　
こ
の
「
第
一
の
掟
」
と
は
、
　
『
旧
約
聖
書
』
の
「
申
日
記
」
六
章
四
～
五
節
の
「
聞
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
。
我
ら
の
神
、
主
は
唯
一
の

主
で
あ
る
。
あ
な
た
は
心
を
尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
、
主
を
愛
し
な
さ
い
。
」
を
指
し
て
お
り
、
　
「
第

二
の
掟
」
と
は
、
同
じ
く
「
レ
ビ
記
」
十
九
章
十
八
節
の
「
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
。
」
を
指
し
て
い
る
。
ま

た
「
ル
カ
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
何
を
し
た
ら
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
尋
ね
た
律
法
学
者
が
、
－
逆
に
イ
エ
ス
に
「
律
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

に
は
何
と
書
い
て
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
、
先
の
二
つ
の
掟
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
エ
ス
は
「
そ
れ
を
実
行
し
な
さ
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

と
言
い
、
　
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
た
と
え
話
を
語
っ
て
い
る
。
、
イ
エ
ス
は
こ
の
よ
う
に
律
法
全
体
が
「
神
を
愛
す
る
」
こ
と
と
「
隣
人

を
愛
す
る
」
こ
と
に
含
ま
れ
る
と
し
、
何
よ
り
も
そ
の
愛
の
実
践
を
説
い
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
律
法
の
細
か
い
規
定
も
そ
れ
に
対

す
る
解
釈
や
遵
守
も
、
こ
の
「
愛
」
を
基
盤
と
し
て
す
べ
て
が
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
イ
エ
ス
の
言
う
「
律
法
を
完
成

す
る
」
こ
と
の
意
味
で
あ
っ
た
。
　
「
ヨ
ハ
ネ
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
最
後
の
晩
餐
」
に
お
い
て
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。

　
　
あ
な
た
が
た
に
新
し
い
掟
を
与
え
る
。
互
い
に
愛
し
合
い
な
さ
い
。
わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
を
愛
し
た
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
い
に
愛
し
合
い
な
さ
い
。

　
十
誠
を
基
盤
と
す
る
律
法
を
「
互
い
に
愛
す
る
」
こ
と
に
絞
り
あ
げ
て
い
く
こ
の
考
え
は
、
や
が
て
イ
エ
ス
の
教
え
を
広
く
伝
道
し
理

論
的
に
も
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
使
徒
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
更
に
強
調
さ
れ
る
。
パ
ウ
ロ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
の
ほ
か
は
、
だ
れ
に
対
し
て
も
借
り
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
人
を
愛
す
る
者
は
律
法
を
全
う
し
て
い
る

　
　
の
で
す
。
　
「
姦
淫
す
る
な
、
殺
す
な
、
盗
む
な
、
む
さ
ぼ
る
な
」
そ
の
ほ
か
ど
ん
な
掟
が
あ
っ
て
も
、
　
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舘
）

　
　
し
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
に
要
約
さ
れ
ま
す
。
愛
は
隣
人
に
悪
を
行
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
愛
は
律
法
を
全
う
す
る
も
の
で
す
。

　
イ
エ
ス
は
「
わ
た
し
の
掟
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
守
る
人
は
、
わ
た
し
を
愛
す
る
者
で
あ
る
。
わ
た
し
を
愛
す
る
人
は
、
わ
た
し
の
父

　
　
　
　
（
3
3
）

に
愛
さ
れ
る
」
と
説
い
た
が
、
パ
ウ
ロ
は
、
　
「
人
は
律
法
の
実
行
で
は
な
く
、
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聾

る
と
知
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
も
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
信
じ
ま
し
た
」
と
告
白
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
十
誠
に
始
ま
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
掟
と
律
法
が
、
イ
エ
ス
の
示
し
た
「
愛
」
の
捉
と
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
対

す
る
信
仰
へ
と
昇
華
し
た
と
こ
ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
十
誠
を
「
神
を
愛
す
る
」
と
「
自
分
の
よ
う
に
他
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

愛
す
る
」
こ
と
と
し
て
捉
え
、
　
「
愛
」
に
よ
っ
て
統
合
す
る
考
え
は
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
十
誠
が
捉
え
ら
れ
た

一
4
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時
に
、
そ
れ
は
教
理
の
本
質
を
な
す
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
明
末
清
逸
に
お
け
る
十
誠
の
伝
達
も
以
上
の
よ
う
な
流

れ
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
で
は
、
こ
れ
に
対
し
中
国
の
士
太
夫
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
十
誠
を
受
け
と
め
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

五

　
明
末
天
主
教
に
お
け
る
三
柱
石
の
一
人
徐
光
啓
（
一
五
六
二
～
一
六
三
三
）
は
「
造
物
主
垂
象
略
説
」
　
（
一
六
一
五
年
）
の
中
で
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
よ
う
に
再
三
に
わ
た
っ
て
十
誠
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
世
の
中
の
人
は
概
ね
皆
〔
人
を
悪
に
誘
う
〕
三
つ
の
仇
（
肉
体
、
世
俗
、
悪
魔
）
に
引
き
込
ま
れ
て
地
獄
に
堕
ち
、
天
主
が
人
を
造
っ

　
　
　
み
こ
こ
ろ

　
　
た
聖
意
に
背
か
な
い
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
昔
、
天
主
は
十
誠
を
降
し
て
人
々
に
こ
れ
を
守
ら
せ
、
三
つ
の
仇
に
引
き
込
ま
れ
な
い

　
　
よ
う
に
し
た
。
も
し
人
が
本
当
に
十
三
を
し
っ
か
り
守
り
、
背
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
必
ず
三
つ
の
仇
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
を
免
れ
て
天
国
に
昇
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詔
）

　
ま
た
、
同
じ
く
三
柱
石
の
一
人
馬
歯
笥
（
一
五
五
七
～
一
六
二
七
）
は
、
十
誠
に
対
し
て
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
、
『
西
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

十
誠
註
解
』
と
い
う
著
述
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
現
存
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
彼
の
『
天
釈
明
弁
』
は
、
仏
教
の
説
を
天
主
教
を

三
夕
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
書
物
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
十
誠
各
条
か
ら
の
引
用
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う

　
　
（
4
0
）

に
あ
る
。

　
　
第
二
誠
は
「
天
主
の
駅
名
を
呼
び
て
以
て
年
回
を
発
す
る
母
れ
」
で
、
第
八
誠
は
「
妄
讃
す
る
母
れ
」
で
あ
る
。
前
の
誠
は
天
を
敬

　
　
す
る
こ
と
で
、
誠
実
に
天
主
に
事
え
、
一
言
も
上
帝
を
欺
か
な
い
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
後
の
誠
は
人
を
愛
す
る
こ
と
で
、
誠
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
人
に
対
し
、
一
言
も
同
類
を
欺
か
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
（
「
巧
言
綺
語
戒
」
）

　
楊
廷
笏
は
、
前
出
の
支
儒
略
著
『
溢
罪
正
規
』
の
序
文
（
「
潅
罪
正
規
小
引
」
）
の
中
で
も
、
次
の
よ
う
に
十
誠
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
『
解
罪
説
』
　
（
濫
罪
正
規
）
四
巻
は
人
の
心
情
の
変
化
を
窮
あ
よ
う
と
し
て
煩
項
を
厭
わ
な
い
が
、
根
本
は
十
誠
を
越
え
る
も
の
で

　
　
は
な
い
。
十
誠
は
天
主
を
敬
す
る
こ
と
と
人
を
愛
す
る
こ
と
の
二
つ
に
尽
き
る
。
天
主
を
敬
す
る
こ
と
の
内
実
は
ま
た
人
を
愛
す
る

一
4
5一



　
　
こ
と
に
あ
る
。
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
す
る
こ
と
は
天
主
を
敬
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
十
誠
を
統
合
す
る
の
に
根
本
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狙
）

　
　
り
、
こ
れ
を
行
な
う
の
に
要
点
が
あ
り
、
帰
一
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
の
世
の
中
で
、
こ
れ
以
上
簡
易
な
も
の
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
主
旨
十
一
に
寧
波
で
活
躍
し
た
天
主
教
徒
朱
宗
元
は
、
陽
焉
諾
の
『
天
主
聖
教
十
誠
直
詮
』
に
寄
せ
た
「
十
誠
序
」
の
中
で
、
　
「
〔
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

主
教
の
〕
書
籍
は
漁
戸
何
万
と
豊
富
に
あ
る
が
、
行
な
う
べ
き
こ
と
は
十
誠
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
答
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

問
」
の
中
で
、
「
十
誠
を
明
ら
か
に
し
て
心
を
落
ち
着
け
て
固
く
こ
れ
を
守
り
、
そ
の
後
で
天
主
が
定
め
た
礼
儀
（
秘
蹟
）
を
同
行
す
る
」

と
述
べ
、
七
つ
の
秘
蹟
の
一
つ
で
あ
る
「
告
解
」
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
だ
か
ら
、
朝
起
き
た
な
ら
ば
天
主
に
一
晩
守
り
助
け
て
く
れ
た
恵
み
を
感
謝
し
、
今
日
も
よ
こ
し
ま
な
思
い
や
言
葉
や
行
な
い
が
な

　
　
く
、
十
誠
に
遵
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
そ
の
恩
寵
を
祈
る
。
夜
床
に
臥
す
時
に
、
天
主
に
一
日
守
り
助
け
て
く
れ
た
恵
み
を
感
謝
し
、

　
　
今
旦
言
っ
た
こ
と
思
っ
た
こ
と
行
な
っ
た
こ
と
が
十
誠
に
背
く
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
心
の
中
で
見
き
わ
め
た
な
ら
ば
、
そ
の
功

　
　
を
天
主
に
帰
し
、
さ
ら
に
、
日
々
新
た
に
し
て
く
れ
る
よ
う
そ
の
助
け
を
請
い
願
う
。
も
し
〔
寮
母
を
〕
犯
し
て
い
た
な
ら
ば
、
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
か
ら
痛
み
悔
や
み
、
以
後
必
ず
改
め
る
こ
と
を
誓
い
、
天
主
の
赦
し
を
切
に
願
い
求
め
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
十
誠
は
中
国
人
天
主
教
徒
の
間
で
天
主
教
教
理
と
日
々
の
信
仰
実
践
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
明

確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
ま
た
、
特
に
手
玉
笏
は
十
誠
の
内
容
を
「
天
主
を
愛
し
人
を
愛
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る
。
十
誠
を
通
し
て
天
主
教
の
「
愛
」
の
思
想
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
天
主
教
思
想
の
本
質
が
「
愛
天
主
愛
人
」
の
語

に
よ
っ
て
端
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
に
「
天
主
十
誠
解
略
」
で
は
、
こ
の
「
愛
天
主
愛
人
」
を

「
仁
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
た
が
、
実
は
こ
の
考
え
は
既
に
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
4
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六

　
『
天
主
実
義
』
第
七
篇
で
リ
ッ
チ
は
、
天
主
に
よ
っ
て
本
来
的
に
付
与
さ
れ
た
「
性
の
善
」
　
（
良
善
）
と
自
己
が
後
天
的
に
習
得
す
る

「
徳
の
善
」
　
（
習
善
）
と
を
先
ず
区
別
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
人
の
「
性
」
と
は
、
　
「
理
を
推
論
す
る
」
働
き
で
あ
り
、
所
謂
霊
魂

で
あ
る
。
霊
魂
は
三
つ
の
機
能
を
持
つ
。
　
「
記
含
」
　
（
記
憶
）
　
「
高
慢
」
　
（
理
性
）
　
「
愛
欲
」
　
（
意
志
）
を
そ
れ
ぞ
れ
司
る
。
記
憶
さ
れ



た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
善
悪
が
識
別
さ
れ
、
善
を
好
み
求
め
悪
を
憎
み
嫌
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
リ
ッ
チ
は
「
明
悟
」
の
機

能
を
「
義
」
と
し
、
　
「
愛
欲
」
の
…
機
能
を
「
仁
」
と
捉
え
る
。
更
に
、
仁
と
義
は
一
方
を
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
仁
は
義
の
精
髄

で
あ
る
か
ら
、
　
「
君
子
の
学
は
仁
を
主
と
為
す
」
も
の
で
あ
る
。
仁
は
善
を
愛
求
す
る
心
で
あ
る
か
ら
、
学
の
目
的
は
「
自
己
を
完
成
し

天
主
の
意
志
に
合
致
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
　
「
天
主
の
た
め
に
す
る
」
こ
と
が
「
自
己
を
完
成
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
善
を
行
な
う
た
め

の
方
法
は
「
先
に
悪
を
去
っ
て
後
に
善
を
為
す
」
も
の
で
あ
る
。
悪
の
根
を
断
ち
切
る
に
は
省
察
と
改
俊
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

心
を
洗
い
清
め
て
徳
を
習
得
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
徳
の
綱
要
は
「
仁
」
に
他
な
ら
な
い
。
リ
ッ
チ
は
以
上
の
よ
う
に
自
己
完
成
の
学
の

要
点
を
「
仁
」
に
絞
り
込
み
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
そ
も
そ
も
仁
に
つ
い
て
説
く
な
ら
ば
、
二
つ
の
言
葉
に
よ
っ
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
〔
一
つ
は
〕
天
主
を
愛
す
る
こ
と
で
、

　
　
こ
の
上
も
な
い
天
主
の
た
め
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
主
の
た
め
に
す
る
者
は
自
分
の
よ
う
に
他
人
を
愛
す
る
〔
こ
れ
が
も
う
一
つ

　
　
の
こ
と
で
あ
る
〕
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
行
な
え
ば
、
百
行
は
す
べ
て
備
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
実
は
一
つ
の
こ

　
　
と
に
他
な
ら
な
い
。
篤
く
他
人
を
愛
す
れ
ば
、
そ
の
〔
相
手
が
〕
愛
す
る
も
の
を
も
愛
す
る
の
で
あ
る
。
天
主
は
人
を
愛
す
る
。
私

　
　
が
真
実
に
天
主
を
愛
す
る
な
ら
ば
、
他
人
を
愛
さ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
仁
の
徳
が
尊
い
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
が
尊
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
）

　
　
は
他
で
も
な
く
、
上
帝
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

・
こ
の
よ
う
に
リ
ッ
チ
は
、
仁
が
「
天
主
を
愛
す
る
」
こ
と
と
「
自
分
の
よ
う
に
他
人
を
愛
す
る
」
こ
と
と
に
尽
き
る
と
説
い
て
い
る
。

リ
ッ
チ
は
こ
こ
で
「
仁
」
の
概
念
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
主
教
と
儒
教
と
の
一
つ
の
接
点
を
見
い
だ
し
て
い
る
と
言
え
る
。

彼
は
「
報
告
書
」
の
中
で
、
儒
教
の
目
的
は
「
王
国
の
平
和
と
安
泰
で
あ
り
、
家
庭
や
個
人
を
正
し
く
治
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
実
に
す
ぐ
れ
た
考
え
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
自
然
の
光
と
普
遍
的
な
真
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
み
な
し
、
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
（
娼
）

に
述
べ
て
い
る
。

　
　
ど
の
書
物
を
見
て
も
、
他
人
か
ら
し
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
を
他
人
に
も
せ
よ
、
と
い
う
愛
の
第
二
の
掟
を
説
い
た
も
の
が
実
に
多

　
　
い
。

　
リ
ッ
チ
は
仁
の
概
念
に
つ
い
て
、
　
『
天
主
実
義
』
第
五
篇
で
は
『
論
語
』
公
冶
長
篇
の
言
葉
に
基
づ
い
て
「
仁
の
規
範
は
、
他
人
が
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

分
に
対
し
て
加
え
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
は
、
自
分
も
他
人
に
対
し
て
加
え
よ
う
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
第

［
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三
編
で
は
衛
霊
公
篇
の
言
葉
に
基
づ
い
て
「
仁
の
方
法
は
、
自
分
に
対
し
て
し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
は
、
他
人
に
対
し
て
も
行
な
わ
な
い
、

　
　
　
　
　
（
5
0
）

と
い
う
こ
と
だ
」
と
説
い
て
い
る
。
　
「
報
告
書
」
に
見
え
る
「
他
人
か
ら
…
」
と
い
う
言
葉
は
、
　
「
マ
タ
イ
」
七
章
十
二
節
に
「
こ
れ
こ

そ
律
法
と
預
言
者
で
あ
る
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
り
、
　
「
と
い
う
愛
の
第
二
の
掟
」
と
あ
る
の
は
、
既
に
見
た

「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
「
旧
約
」
に
基
づ
く
言
葉
を
重
ね
あ
わ
せ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
は
『
論

語
』
の
言
葉
を
「
仁
の
規
範
」
　
「
仁
の
方
法
」
と
捉
え
、
こ
れ
ら
の
イ
エ
ス
の
教
え
と
同
様
の
考
え
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
リ
ッ
チ
は
儒
教
で
説
く
「
仁
」
を
「
自
分
の
よ
う
に
他
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
教
え
と
相
い
通
じ
る
考

え
方
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
と
言
え
る
。
彼
は
既
に
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
の
中
で
、
唯
一
絶
対
の
尊
大
な
る
も
の
と
し
て
「
我
々
の

天
主
は
古
代
の
経
書
で
上
帝
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
」
と
述
べ
、
儒
教
の
上
帝
・
（
天
）
に
対
す
る
崇
敬
が
天
主
教
の
天
主
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

敬
愛
と
相
い
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
リ
ッ
チ
は
「
天
主
を
愛
す
る
」
と
「
他
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
「
愛
」
の

本
質
に
お
い
て
、
儒
教
と
の
接
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
　
「
仁
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
エ
ズ
ス
会
士

の
説
を
中
国
の
奉
教
士
人
は
ど
の
よ
う
に
捉
宜
て
い
た
か
、
二
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
清
初
、
楊
嫁
先
の
天
主
教
攻
撃
の
標
的
に
も
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

た
李
祖
白
は
、
羅
雅
谷
の
『
漁
戸
行
詮
』
　
（
一
六
三
三
）
に
寄
せ
た
序
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
私
は
西
方
の
君
子
か
ら
教
え
を
受
け
て
何
年
に
も
な
る
。
そ
の
教
え
は
、
道
理
に
勝
れ
真
実
な
る
も
の
で
、
・
そ
の
大
旨
は
仁
に
集
約

　
　
さ
れ
る
。
仁
は
二
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
天
主
を
万
物
に
も
増
し
て
愛
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
他
人
を
自
分
の
よ

　
　
う
に
愛
す
る
こ
と
で
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
、
ま
た
一
つ
の
源
に
集
ま
る
。
必
ず
他
人
を
愛
し
て
こ
そ
天
主
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
（
5
3
）

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
ま
た
、
王
徴
は
『
三
会
約
』
　
（
一
六
三
四
）
の
自
序
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
そ
も
そ
も
西
方
の
学
者
が
伝
え
た
天
主
の
教
え
は
、
道
理
に
勝
れ
真
実
な
る
も
の
で
、
そ
の
大
旨
は
す
べ
て
仁
に
他
な
ら
な
い
。
仁

　
　
に
は
愛
の
二
つ
の
働
ら
き
が
あ
る
。
一
つ
は
、
一
な
る
天
主
を
万
物
に
も
増
し
て
愛
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
他
人
を
自
分
の
よ

　
　
う
に
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
真
に
天
命
を
畏
れ
る
者
は
、
自
然
に
天
主
を
愛
す
る
。
真
に
天
主
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
自

　
　
然
に
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
必
ず
真
実
に
他
人
の
心
を
尽
く
す
功
が
で
き
て
こ
そ
、
真
に
天
主
を
愛
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
思
う
に
、
天
主
は
も
と
よ
り
我
々
の
偉
大
な
父
母
で
あ
り
、
他
人
を
愛
す
る
仁
の
心
こ
そ
が
重
要
な
第
一
義
の
こ
と
で
あ
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（
5
5
）

　
　
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
十
誠
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
二
本
の
柱
、
　
「
愛
天
主
」
　
「
愛
人
」
は
、
中
国
人
儒
教
徒
と
天
主
教
と
を
結
ぶ

際
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
明
末
清
初
の
天
主
教
伝
道
と
そ
の
受
容
の
歴
史
に
お
い
て
、
十
誠
が
果
た

し
た
最
も
大
き
な
意
味
は
実
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

　
以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
明
末
筆
初
に
お
い
て
十
誠
は
天
主
教
倫
理
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
受
容
さ
れ
た
。
そ

の
際
、
　
「
愛
天
主
・
愛
人
」
の
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
両
者
の
緊
密
な
相
関
・
統
合
こ
そ
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

更
に
、
　
「
愛
天
主
・
愛
人
」
は
「
仁
」
と
し
て
説
か
れ
、
ま
た
受
容
さ
れ
る
が
、
　
「
愛
」
と
「
仁
」
の
出
会
い
の
場
が
十
束
の
受
容
の
中

に
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
ひ
た
す
ら
儒
教
倫
理
と
の
近
似
性
に
お
い
て
評
価
す
る
意
識
の
強
か
っ
た
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
十
誠
の
受
容
を
通
し
て
、
中
国
士
人
の
中
で
天
主
教
の
「
愛
」
と
儒
教
の
「
仁
」
と
の
対
話
を
な
す
基
盤
が
作
ら
れ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
詳
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
十
誠
の
第
四
誠
「
孝
敬
父
母
」
も
、
　
「
唯
一
神
に
対

す
る
信
仰
と
忠
孝
倫
理
と
の
対
決
の
場
」
と
し
て
で
は
な
く
、
　
「
愛
天
主
」
と
「
愛
人
」
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
捉
え
ら
れ

て
い
た
と
い
え
る
。
天
主
教
と
儒
教
倫
理
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
　
「
愛
」
と
い
う
包
摂
の
場
に
お
い
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
、

天
主
教
を
自
己
の
う
ち
に
受
け
入
れ
て
い
っ
た
中
国
人
士
大
夫
た
ち
の
姿
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
末
に
始
ま
る
天
主
教
伝

道
に
お
い
て
は
、
天
主
が
唯
一
絶
対
の
創
造
者
・
主
宰
者
と
し
て
、
単
に
服
従
す
べ
き
他
者
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
天
主
の
人

間
に
対
す
る
「
愛
」
を
根
底
に
し
て
、
天
主
と
人
、
人
と
人
が
隅
「
愛
す
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
た

と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
十
誠
の
伝
達
－
受
容
は
、
ま
さ
に
そ
の
要
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
紙
幅

の
都
合
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
十
誠
の
個
々
の
倫
理
的
問
題
や
「
愛
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
こ
と
と
し
た

い
。
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〔
注
〕

（
1
）
　
『
天
主
教
要
』
と
『
天
主
実
義
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
事
情
と
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
天
主
実
義
』
の
成
立
」
　
（
「
哲
学
年
報
」
第

　
　
五
十
一
輯
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
2
）
今
日
一
般
に
は
「
十
戒
」
と
表
記
す
る
が
、
本
稿
で
は
明
清
期
の
天
主
教
書
の
表
記
に
従
い
「
十
誠
」
と
す
る
。

（
3
）
　
『
明
清
思
想
と
キ
ツ
ス
ト
教
』
　
（
研
文
出
版
、
一
九
七
九
）
所
収
。
初
出
は
一
九
五
五
年
。

（
4
）
　
以
下
、
　
『
旧
約
聖
書
』
及
び
『
新
約
聖
書
』
か
ら
の
引
用
は
日
本
聖
書
協
会
発
行
の
『
聖
書
』
新
共
同
訳
（
共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
編
、

　
　
一
九
八
七
）
に
よ
る
。

（
5
）
現
代
中
国
の
天
主
教
会
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
十
誠
」
も
、
第
三
誠
「
守
謄
礼
之
日
」
が
「
守
謄
礼
主
日
」
と
な
っ
て
い
る
外
は
『
天
主
聖
教
十
誠

　
　
直
詮
』
と
全
く
同
文
で
あ
る
。

（
6
）
　
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
第
二
の
書
、
第
三
章
を
参
照
。
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
と
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
パ
ス
ク
ワ
ー
レ
・
M
・
デ
リ
ー
ア
に
よ
っ
て

　
　
編
纂
さ
れ
た
『
リ
ッ
チ
史
料
』
　
（
喝
O
Z
日
H
国
H
O
O
H
爵
）
第
一
巻
（
一
九
四
二
）
、
第
二
・
三
日
目
一
九
四
九
）
を
指
す
。
本
稿
で
は
、
そ
の
邦

　
　
訳
で
あ
る
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
一
・
二
』
　
（
川
名
公
平
・
矢
沢
利
彦
訳
、
　
「
大
航
海
時
代
叢
書
」
第
H
期
8
・
9
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
・

　
　
一
九
八
三
）
に
よ
る
。

（
7
）
　
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
第
二
の
書
、
第
四
章
（
一
七
七
頁
）
を
参
照
。
　
「
祖
伝
天
主
十
誠
」
は
イ
エ
ズ
ス
会
ロ
ー
マ
文
書
館
所
蔵
。
本
文
は
次
の
通

　
　
り
。

　
一
　
要
誠
心
奉
敬
一
位
天
主
、
不
可
祭
拝
別
等
神
像
，

　
二
　
母
呼
請
天
主
名
字
而
虚
発
誓
願

　
三
　
当
礼
拝
之
日
禁
止
工
夫
、
謁
三
諦
経
礼
拝
天
主

　
四
　
当
孝
親
敬
長

　
五
　
莫
乱
法
殺
人

　
六
　
莫
行
淫
邪
臓
等
事

　
七
　
戒
楡
盗
諸
情

　
八
　
戒
講
誘
是
非

　
九
　
戒
恋
慕
他
人
妻
子

　
十
　
莫
冒
貧
非
義
財
物
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（
8
）
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
第
二
の
書
、
第
四
章
（
一
七
八
頁
）
。

（
9
）
　
『
天
主
実
録
』
に
つ
い
て
は
、
福
島
仁
氏
「
『
新
編
天
主
実
録
』
と
そ
の
改
訂
に
関
す
る
資
料
の
問
題
」
　
（
「
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
」
哲

　
　
学
3
3
、
一
九
八
七
）
を
参
照
。
原
刻
本
（
『
新
編
天
主
実
録
』
一
五
入
四
年
刊
）
と
改
訂
重
刻
本
（
『
天
主
聖
教
実
録
』
一
六
四
〇
年
前
後
刊
）
と
で

　
　
は
、
十
誠
の
訳
文
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。
方
高
著
『
中
国
天
主
教
史
人
物
伝
』
第
一
冊
（
香
港
公
教
真
理
学
会
出
版
、
一
九
七
〇
）
六
十
九
頁
に
対

　
　
照
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
原
刻
本
の
表
記
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
前
有
愛
天
主
万
有
之
上
三
条
、
後
立
愛
人
如
己
七
条
、
名
五
十
誠
。
凡
人
自
暴
十
誠
者
、
自
能
得
天
主
之
寵
愛
。
　
（
第
十
章
）

（
1
1
）
　
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
第
五
の
書
、
第
二
章
（
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
・
二
』
一
九
頁
）
の
注
（
4
）
を
参
照
。

（
1
2
）
　
其
一
石
、
墓
前
三
面
、
教
人
皇
心
言
行
三
者
為
談
柄
而
愛
敬
天
主
。
其
一
石
、
刻
後
七
誠
、
教
口
耳
心
言
行
和
睦
同
類
不
害
其
身
名
財
等
為
操
柄
而

　
　
推
広
愛
天
主
之
心
以
愛
人
。
蓋
天
主
之
教
、
以
仁
為
本
、
用
此
二
愛
唱
為
手
尽
耳
。

（
1
3
）
　
『
濫
罪
正
規
』
の
刊
年
は
未
詳
だ
が
、
こ
の
書
に
は
楊
廷
筒
の
「
小
引
」
が
あ
り
、
支
儒
略
が
一
六
二
〇
年
に
杭
州
に
入
っ
た
後
の
も
の
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。
楊
廷
笏
は
一
六
二
七
年
に
没
し
て
い
る
の
で
、
一
六
二
〇
年
か
ら
一
六
二
七
年
の
間
に
著
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
1
4
）
夫
人
罪
端
場
多
、
繋
属
以
念
謡
言
以
行
以
敏
、
違
背
天
主
十
善
。
十
誠
者
天
地
真
主
之
命
、
万
理
之
紀
綱
、
人
恩
讐
蘇
之
大
道
也
。
欲
図
全
冊
其
過
、

　
　
必
加
察
於
此
而
後
可
。

（
1
5
）
　
愛
世
間
一
切
諸
事
物
、
過
於
愛
天
主
者
、
有
罪
。

（
1
6
）
　
父
母
有
過
失
、
不
行
苦
勧
者
、
有
罪
。

（
1
7
）
　
天
主
二
十
面
前
天
下
、
曲
折
上
下
内
外
之
礼
。
上
有
天
主
、
当
敬
之
。
下
有
人
民
、
至
愛
之
。
上
下
以
正
礼
相
待
、
其
功
転
成
、
而
立
必
全
　
。
第

　
　
一
第
二
第
三
誠
、
駅
子
欽
崇
天
主
。
　
（
中
略
）
其
団
七
誠
、
二
面
愛
人
如
己
、
思
人
之
内
、
父
母
極
尊
極
親
子
我
。
故
敬
天
主
三
重
以
後
、
有
第
四
誠

　
　
孝
敬
父
母
。

（
1
8
）
例
え
ば
十
誠
総
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
我
椚
要
升
天
堂
享
無
窮
福
楽
、
必
須
先
行
天
堂
道
路
。
就
是
天
主
所
立
前
十
重
。
十
誠
者
、
巻
筆
五
教
人
事
事
霊
徳
、
如
口
中
言
語
、
心
中
意
念
、
井

　
　
一
切
身
行
之
事
、
件
件
都
要
合
子
天
理
、
才
算
不
背
天
主
的
命
令
。

（
1
9
）
　
不
但
奉
教
人
該
遵
守
、
凡
天
下
貼
朝
廷
至
庶
民
、
人
人
倶
該
遵
守
。
累
犯
此
十
号
、
即
是
違
憲
天
理
、
即
喪
失
本
心
良
知
良
能
　
。

（
2
0
）
　
『
新
約
聖
書
』
に
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
　
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
　
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
　
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
の
四
福
音
書

　
　
が
含
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
、
全
体
を
指
す
場
合
に
は
「
福
音
書
」
と
、
．
個
別
に
指
す
場
合
に
は
「
マ
タ
イ
」
の
よ
う
に
略
称
す
る
。
引
用
は
、
同
様
の

　
　
記
事
が
複
数
の
福
音
書
に
出
て
く
る
場
合
で
も
一
ヶ
所
の
み
を
示
し
た
。

（
2
1
）
　
マ
ル
コ
三
虫
早
二
節
。

「
5
1一



（
2
2
）
　
同
二
章
十
六
節
。

（
2
3
）
　
同
二
章
七
節
。

（
2
4
）
　
同
三
章
四
節
。

（
2
5
）
　
同
二
章
十
七
節
。

（
2
6
）
　
マ
タ
イ
ニ
十
三
章
二
十
八
節
。

（
2
7
）
　
同
五
章
十
七
節
。

（
2
8
）
　
同
二
十
二
章
三
十
四
～
四
十
節
。

（
2
9
）
　
ル
カ
十
章
二
十
五
ピ
ニ
十
七
節
。

（
3
0
）
　
同
十
章
二
十
八
～
三
十
七
節
。

（
3
1
）
　
ヨ
ハ
ネ
十
三
章
三
十
四
節
。

（
3
2
）
　
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
十
三
章
八
～
十
節
。
ま
た
同
十
三
章
十
三
～
十
四
節
、
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
5
章
十
三
～
十
四
節
を
参
照
。

（
3
3
）
　
ヨ
ハ
ネ
十
四
章
二
十
一
節
。

（
3
4
）
　
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
章
十
六
節
。

（
3
5
）
　
一
五
四
五
年
か
ら
一
五
六
三
年
ま
で
開
か
れ
た
ト
リ
エ
ソ
ト
公
会
議
後
に
作
ら
れ
、
一
五
六
六
年
に
出
版
さ
れ
た
所
謂
『
ロ
ー
マ
公
教
要
理
』
の
第

　
　
五
章
に
は
、
　
「
前
者
（
前
三
誠
）
は
神
つ
ま
り
目
的
に
関
す
る
掟
で
あ
り
、
後
者
（
後
七
誠
）
は
隣
人
に
対
す
る
愛
を
教
え
て
い
る
。
こ
の
隣
人
愛
を

　
　
押
し
進
め
て
い
く
と
、
そ
の
究
極
つ
ま
り
原
因
で
あ
る
神
に
到
達
す
る
。
そ
の
た
め
主
キ
リ
ス
ト
は
、
神
に
対
す
る
愛
の
掟
と
隣
人
に
対
す
る
愛
の
掟

　
　
は
互
い
に
似
て
い
る
と
お
お
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。

（
3
6
）
　
『
天
主
教
東
出
文
献
三
編
』
　
（
台
湾
学
生
書
影
「
中
国
史
学
叢
書
」
）
第
二
冊
所
収
。
文
中
に
「
天
主
降
生
子
一
千
六
百
一
十
五
年
之
前
」
と
あ
る

　
　
こ
と
か
ら
、
一
六
一
五
年
（
万
暦
四
十
三
年
）
に
著
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
。
な
お
こ
の
書
に
対
し
て
千
百
笏
が
著
し
た
識
語
に
つ
い
て
は
、
福
島
仁
氏

　
　
「
明
末
の
天
主
教
に
お
け
る
図
像
の
問
題
ー
ヴ
ァ
チ
カ
ソ
図
書
館
天
主
教
関
係
調
査
ノ
ー
ト
ー
」
　
（
「
汲
古
」
第
八
号
、
一
九
八
五
）
を
参
照
。
ま
た
、

　
　
徐
光
啓
は
「
十
三
箴
賛
」
と
い
う
文
章
を
著
し
て
い
る
（
『
増
訂
徐
文
定
公
設
』
巻
一
、
台
湾
中
華
書
手
、
一
九
六
二
）
。

（
3
7
）
　
世
人
亦
大
概
都
被
三
悪
引
去
入
了
地
獄
、
豊
不
享
負
了
天
主
生
人
的
聖
意
。
所
以
古
墨
天
主
降
下
十
戒
来
鳥
人
遵
守
、
哲
人
不
言
這
三
州
引
掛
去
。

　
　
若
人
真
弓
守
定
十
誠
、
無
所
干
犯
者
、
必
定
不
被
三
鼎
引
去
、
必
定
可
升
天
堂
免
許
地
獄
也
。

（
3
8
）
　
楊
露
華
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
楊
廷
笏
の
思
想
形
成
に
関
す
る
一
考
察
「
明
末
一
天
主
教
徒
の
人
間
観
一
」
（
「
中
国
哲
学
論
集
」
第
1
2
号
、

　
　
一
九
八
六
）
を
参
照
。

（
3
9
）
　
丁
合
麟
の
「
楊
漢
書
先
生
自
性
事
蹟
」
に
見
え
る
。
な
お
、
葉
向
高
の
「
西
諸
十
誠
初
解
序
」
　
（
一
六
二
四
、
　
『
蒼
霞
絵
草
』
巻
五
）
は
、
楊
廷
筒

一
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の
著
述
に
寄
せ
た
序
文
で
あ
る
。
詳
し
く
は
注
（
3
8
）
所
掲
拙
稿
の
注
（
1
2
）
を
参
照
。
ま
た
、
葉
向
高
と
天
主
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
首
善

　
　
書
院
の
光
と
陰
」
（
「
哲
学
年
報
」
第
四
十
九
輯
、
一
九
九
〇
）
を
参
照
。

（
4
0
）
　
『
天
主
教
東
伝
文
献
続
編
』
　
（
台
湾
学
生
書
局
「
中
国
史
学
叢
書
」
）
策
一
冊
所
収
。
　
「
世
尊
」
に
第
一
誠
、
　
「
殺
戒
」
に
第
五
誠
、
　
「
盗
戒
」
に

　
　
第
七
誠
・
第
十
誠
、
　
「
淫
戒
」
に
第
六
誠
・
第
九
誠
、
　
「
巧
言
綺
語
戒
」
に
第
二
誠
・
第
八
誠
、
　
「
四
恩
」
に
第
一
誠
・
第
四
誠
が
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用

　
　
さ
れ
て
い
る
。
第
三
誠
以
外
は
す
べ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
4
1
＞
　
二
誠
母
呼
天
主
聖
名
以
発
虚
誓
、
第
八
誠
虚
妄
謹
。
前
誠
是
敬
天
蚕
、
要
人
以
実
心
事
天
主
、
不
敢
一
言
欺
上
帝
也
。
至
誠
是
愛
人
事
、
要
人
以
実

　
　
心
対
人
、
不
敢
一
言
欺
同
類
也
。

（
4
2
）
解
叢
説
四
巻
、
六
二
人
情
変
態
、
不
重
畳
繁
、
而
大
指
不
喩
十
王
。
十
二
尽
於
敬
天
主
愛
人
二
端
。
敬
天
主
之
実
、
又
在
愛
人
。
愛
人
如
己
、
乃
所

　
　
以
敬
天
主
。
統
之
有
宗
、
執
之
有
要
、
未
嘗
不
帰
二
一
、
而
天
下
之
易
簡
、
無
過
此
　
。

（
4
3
）
朱
宗
元
に
つ
い
て
は
、
方
並
立
『
中
国
天
主
教
史
人
物
影
』
第
二
冊
層
（
香
港
公
教
真
理
学
会
出
版
、
一
九
七
〇
）
を
参
照
。
穂
並
郵
県
出
身
の
朱
宗

　
　
元
は
順
治
五
年
（
一
六
四
八
）
の
挙
人
で
あ
り
、
方
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
万
暦
三
十
七
年
（
＝
ハ
〇
九
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
宗
元
に
つ
い

　
　
て
は
、
岡
本
さ
え
氏
「
朱
宗
元
《
極
世
略
説
》
に
つ
い
て
」
　
（
昭
和
6
2
年
度
科
工
費
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
関
早
立
訳
書
の
基
礎
的
研
究
」
研
究
成
果
報
告

　
　
書
、
代
表
者
吉
田
忠
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

（
4
4
）
　
載
籍
之
富
、
斯
万
斯
千
、
惟
所
当
行
、
不
喩
十
誠
。

（
4
5
）
　
講
明
十
誠
而
定
心
固
守
之
、
然
後
遵
行
天
主
所
定
礼
儀
。

（
4
6
）
建
値
旦
而
興
也
、
則
謝
上
主
一
夜
庇
祐
之
恩
、
而
祈
其
垂
垂
蘇
我
今
日
無
妄
念
言
行
而
克
遵
乎
十
誠
。
三
主
臥
也
、
塁
上
主
一
目
庇
祐
之
恩
、
而
黙

　
　
察
奉
戴
之
所
言
所
思
所
行
果
不
犯
十
誠
、
則
前
功
天
主
、
驚
動
蕨
佑
使
我
日
新
雷
干
。
若
有
所
犯
、
則
誠
心
痛
悔
、
誓
後
配
改
、
哀
求
面
詰
。

（
4
7
）
　
夫
仁
之
説
、
可
約
而
以
二
言
窮
之
。
日
、
愛
天
主
為
天
主
立
酒
尚
、
両
為
天
主
者
愛
人
如
己
也
。
行
斯
二
者
、
百
行
全
備
　
。
然
二
藍
一
呑
已
。
篤

　
　
愛
人
、
三
井
愛
其
所
愛
者
　
。
天
主
愛
人
、
吾
嬬
愛
天
主
者
、
有
不
愛
人
者
乎
。
此
仁
之
徳
、
所
以
為
尊
。
二
尊
非
議
前
書
上
帝
。

（
4
8
）
　
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
第
一
の
書
、
第
1
0
章
（
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
一
』
一
三
〇
頁
）
。

（
4
9
）
　
仁
之
範
、
惟
言
無
欲
人
絹
諸
我
、
我
勿
二
上
諸
人
耳
。
公
言
長
篇
に
は
子
貢
の
言
葉
と
し
て
「
我
不
門
人
之
加
諸
我
也
。
吾
亦
蟻
蚕
加
諸
人
」
と
あ

　
　
る
。
朱
子
は
「
此
れ
仁
者
の
事
な
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
『
論
語
集
註
』
公
冶
長
篇
）

（
5
0
）
　
仁
之
方
、
日
不
欲
諸
己
、
勿
加
諸
人
。
衛
霊
公
篇
に
は
孔
子
の
言
葉
と
し
て
「
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
」
と
あ
る
。
　
（
こ
の
言
葉
は
顔
下
篇
に
も
見

　
　
え
る
。
）
朱
子
は
「
孔
子
、
告
ぐ
る
に
仁
を
求
む
る
の
方
を
以
て
す
る
な
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
　
（
『
論
語
集
註
』
衛
霊
羊
雲
）

（
5
1
）
拙
稿
「
天
主
教
と
朱
子
学
1
『
天
主
実
義
』
第
二
編
を
中
心
に
し
て
一
」
　
（
「
哲
学
年
報
」
第
五
十
二
輯
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
5
2
）
李
祖
白
（
～
一
六
七
一
）
は
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ー
ル
（
湯
若
望
、
一
五
九
一
～
一
六
六
六
）
の
教
え
を
受
け
て
欽
天
監
夏
干
正
を
務
め
、
　
『
天
応
傳
概
』

一
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を
著
わ
す
。
駅
内
白
に
つ
い
て
は
、
方
豪
著
『
中
国
天
主
教
史
人
物
伝
』
第
二
冊
（
香
港
公
教
真
理
学
会
出
版
、
一
九
七
〇
）
を
参
照
。

（
5
3
）
余
奉
教
導
士
君
子
有
年
　
。
云
為
教
也
、
一
三
義
実
、
而
大
旨
則
総
帯
留
。
仁
分
二
支
。
一
、
愛
器
主
謀
有
之
上
、
一
、
愛
人
如
己
、
二
六
器
匪
為

　
　
一
原
。
必
克
愛
豚
人
、
始
克
愛
厭
主
。

（
4
5
）
王
徴
（
一
五
七
一
～
＝
ハ
四
四
）
は
『
奇
事
図
説
』
『
崇
一
堂
日
記
随
筆
』
（
筆
録
）
『
畏
天
愛
人
極
論
』
等
を
著
わ
す
・
王
歓
に
つ
い
て
詮
方
豪

　
　
著
『
中
国
天
主
教
史
人
物
伝
』
第
一
冊
（
香
港
公
教
真
理
学
会
出
版
、
一
九
七
〇
）
を
参
照
軌

（
5
5
）
　
夫
西
儒
所
伝
天
主
之
教
、
理
超
義
実
、
大
旨
総
是
一
仁
。
仁
之
用
愛
有
二
。
一
、
愛
一
天
主
万
物
之
上
、
一
、
愛
人
如
己
。
真
知
畏
天
命
者
、
自
然

　
　
愛
天
主
。
真
盗
塁
天
主
、
自
然
能
愛
人
。
寺
宝
真
真
実
実
、
能
夢
人
之
心
之
功
、
方
是
真
書
愛
天
主
。
蓋
天
主
原
吾
人
大
父
母
、
愛
人
之
仁
、
乃
其
喫

　
　
緊
第
一
義
也
。

「
5
4

一


